
第３号様式（第15条関係）
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内外化成株式会社代表取締役鈴木虚行

事業者の主たる
業穂 プラスチック製容器製造業

該当する班業者
要件 厩京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第１号該当事業者（大規模エネルギー使用事業者（原油に換算して1.500キ回リットル以_上））

ｒ 

ｒ 

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第２号又は第３号該当事業者（大規模運送率業者（トラック又はバス100台以上／タクシー150台以上／鉄道車両
150両以上）

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第４号該当卵業者（その他の温室効果ガスの大規模排出事業者（二酸化炭素に換算して3.000トン以｣二））

計画期間 平成２０年４月～平成２３年３月

基本方針
エネルギー消費効率（電力効率）の改善により、３％の温室効果ガス排出趣の削減を目指す：
今計画期間内外を問わず常に省エネに努めエネルギー消費総量の削減を図り地球温暖化対策への取組みを果たす。
（〈２１〉各空調機器の運転管理手順の見直しと、省エネ効果の向上を考慮した手順の遵守を周知徹底した。）

推進体制
工場長を委員長とする地球温暖化対策委且会を適宜開催し、各担当委員による温対計画の立案と突破を行う。
次期新工場建設に際し、トップランナーにて省エネ、魁対等を優先的に考慮した内容で検討、計画する。
（〈２１〉委員会において次期工場の省エネ効果に有効な二各設備機器を優先十るよう役員会に提言した．）

環境マネジメントシステム名称
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年度ごとの具体
的な取組及び措
慨の状況
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設臘、対象、工程等

冷却設備

受変麺設備

次期新工場

措腿内容

５年計画中の残I)３年で前回計画未達成の電力量５％以上を優先して削減1-る。（<21>生産設備毎のアイドリング運態時の
的確な手順を徹底し約０．４《船削減した）

３年計画で変圧器の負荷バランスの適正化工事を実施し、平成２２年度までに１％の電力量を削減する。

現有生産設備負荷を想定した場合で、現状比１０％以上の消費電力壁削減を達成する計画を優先する。（<21>生産ライン櫛
成にて人員と物流の動線を考懲し、照明、空調エリアの圧縮等を設計に反映した）
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昨年度において主力製品の大幅な減産があり結果大きく減少した。報告年度も減産分の回復が復調とまでは達していなく、
０．４％の削減が上荊みされたに留まる。現年度も引き続き省エネ対策を「計画通りに推進していくことが甑要である」こ
とを強く認識する必要がある。
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原単位においてようやく改善方向に転じた。基準年度のCO2係数にて算出しているため報告年度は排出率が大きく削減して
いるが、鍛新のCO2係数にて算出した場合の削減はわずか（昨年度比約196）である。今後も目標年度を見据えたCO2削減計
画を維持していく`必要がある。

その他の地球温
暇化対策による
温室効果ガスの
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対策等の区分

森林の保全及び整嗣
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自然エネルギーを利用した電力
又は熱の供給

グリーン電力の購入

家庭における温室効果ガス排出
量の削減効果分の購入
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